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 《決算法人説明会》
　日時　６月９日（木）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

　日時　７月６日（水）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

6･7月
  6月･7月･(8月)実施する主な事業

◦６月１日　広報委員会
◦６月２日　初級簿記講習会　最終日
◦６月６日　源泉研究部会研修会
◦６月７日　渋谷駅前清掃活動（青年部会）
◦６月10日　第４回通常総会

◦７月５日　渋谷駅前清掃活動（青年部会）
◦７月20日　第７ブロック見学研修会
◦７月21日　Ｆ＆Ｍセミナー

◦８月２日　
夏期ゼミナール◦８月３日　

◦８月21日　第１ブロック　氷川神社ちゃんこ鍋
　　　　　　の会
◦８月29日　会員増強合同会議

定例説明会等のお知らせ定例説明会等のお知らせ

健康診断
６月20日㈪、21日㈫、22日㈬、27日㈪、28日㈫、
　　29日㈬
※詳細は別途封書にて５月中旬発送済み

※事業については渋谷法人会ホームページでもご
　覧いただけます。

　毎年、黄色い封書で６月、１１月の数日間期間限定でご案内差し上げております、一般財団法人
　全日本労働福祉協会共催の生活習慣病健診を期間外でも品川区旗の台の健診センターで受診可能
です。（会員料金も適用、協会けんぽ被保険者の方の補助適用：年度内１回限り）
　但し、予約制ですので、詳しい内容、実施日、料金、受付時間、お申込方法等は、必ずお電話に
て下記までお問合せ下さい。
＜お申込み・お問合せ先＞
　地域健診部　大田区大森北１－18－18　　TEL ０３－５７６７－１７１４
　お問合せ等電話受付時間　月〜金　９：00〜12：00　13：00〜17：00
＜健診センター＞　品川区旗の台６－16－11
＜実施コース＞　　　　　　　　　　 ＜オプション検査＞（オプションのみの受付けはできません）
　●総合喀痰コース（全58項目）　　　　●頸動脈超音波検査
　●総合コース　　（全57項目）　　　　●前立腺腫瘍マーカー検査
　●Ａコース　　　（全47項目）　　　　●女性健診
　●Ｓコース　　　（全44項目）　　　　●Ｃ型肝炎

生活習慣病健診センターのご案内生活習慣病健診センターのご案内
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正しい税知識を学ぼう

Ⅱ　基本方針
１、公益と社会貢献
　健全な納税者団体として、事業の公益性と社会貢
献度を高めるとともに、組織の強化を図り、納税者
の事業への参加の向上と加入増加を推進し、もって
公益法人としての社会的使命を果たすことに努める。
　さらに、公益法人として、民間が担う公共の目的
を果たすべく取り組む。

２、税務行政への協力
　税務当局との連絡協調を保ち、あらゆる機会を通
じて納税者と税務当局の間の相互理解・信頼の醸成
に努め、また、広く納税知識の普及を通じて納税道
義の高揚を図り、公正な税制と円滑な税務行政に寄
与する。
　さらに、e－Tax・eLTAX普及のために、税務当
局及び税務関係団体等とも連携しながら、電子申
告の意義の重要性を訴え、役員企業100％会員企業
80％以上を目標に、より一層の利用率向上に努める。

３、租税負担の合理化
　中小企業の租税負担の軽減と合理・簡素化及び適
正公平な税制確立のため、会員の要望意見を徴する
とともに、よく税制の研究に努め、税制改正要望事
項の達成を期する。

４、企業経営の健全化
　企業経営の健全化並びにその発展向上に資するた
め、経営、経理、労務及び税務に関する研修会、講
習会の事業活動を積極的に行う。

５、広報活動の推進
　法人会の知名度の向上、会員への会活動の周知、
会員増強のための広報活動を充実させるとともに公
益法人制度改革を踏まえ、関係委員会と協力して広
く一般に対しての税の啓発活動等の推進に努める。
　ホームページや会報等の充実を図るとともに、マ
スコミにアピールするためのパブリシティ活動を実
施する。特に公益的な事業については積極的なプレ
スリリースを行う。

６、福利厚生制度の拡充
　企業の存続や従業員の確保の上で、各種福利厚生
制度は必要不可欠であり、財政面における意義をも
考慮し、制度の維持と普及推進を図る。

７、部会活動の充実
　源泉研究部会・青年部会・女性部会の活動を活発
に展開し、部会のさらなる充実と部会員の研鑽を図
るとともに、会活動の担い手として法人会活動の充
実と活性化に資するための諸施策を積極的に講じ
る。特に公益性の高い事業の実施に努め、未来を担
う子どもたちへの租税教育や介護支援セミナーの開
催等、親会等との連携を図りながら、引き続き積極
的に取り組む。

８、法人会体制の整備
　会務運営の基本に基づき、法人会組織の検討と魅
力ある活動の展開、特に会員相互で情報交流を図る
ことにより会務を円滑に運営する。

Ⅰ　平成28年度活動理念
　公益社団法人渋谷法人会は、「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し
国と社会の繁栄に貢献する経営者団体である」という法人会の理念の下、公益法人としての使命を達成するた
めに一体となって、組織的な事業活動を展開する。
　また、法人会の目的・使命を達成するため、事業活動においては原点である「税」に関する活動の充実を図
るとともに、法人会活動の更なる活性化のために、会員確保及び財政の健全化への対応に力を注ぎ、地域の発
展と活気あふれ信頼される法人会の確立をめざすために、以下の基本方針に基づき諸施策に取り組む。

平成28年４月１日～平成29年３月31日

平成28年度事業計画
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

当年度

350,000
10,000

45,500,000
5,600,000

26,968,000
5,250,000

455,000
84,133,000

64,758,605
50,466,720
14,291,885
21,762,775
86,521,380

△2,388,380
△2,388,380

0
0
0
0
0

△2,388,380
70,000

△2,458,380
706,983,818
704,525,438

25,768,000
△25,768,000

0
0
0

704,525,438

前年度

400,000
50,000

46,500,000
5,750,000

26,868,600
4,850,000

765,000
85,183,600

65,616,947
51,183,908
14,433,039
21,996,487
87,613,434

△2,429,834
△2,429,834

0
0
0
0
0

△2,429,834
70,000

△2,499,834
709,483,652
706,983,818

25,668,600
△25,668,600

0
0
0

706,983,818

増　減

△50,000
△40,000

△1,000,000
△150,000

99,400
400,000

△310,000
△1,050,600

△858,342
△717,188
△141,154
△233,712

△1,092,054
41,454
41,454

0
0
0
0
0

41,454
0

41,454
△2,499,834
△2,458,380

99,400
△99,400

0
0
0

△2,458,380

平成28年４月１日～平成29年３月31日

科　　　　目
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　⑴経常収益
　　　基本財産運用益
　　　特定資産運用益
　　　受取会費
　　　事業収入益
　　　受取補助金
　　　受取負担金
　　　雑収益
　　　経常収益計
　　⑵経常費用
　　　①事業費
　　　　（公益目的事業費）
　　　　（収益事業等費用）
　　　②管理費
　　　経常費用計
　　　評価損益等調整前当期経常増減額
　　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部　
　　⑴経常外収益
　　　経常外収益計
　　⑵経常外費用
　　　経常外費用計
　　　当期経常外増減額
　　　税引前当期一般正味財産増減額
　　　法人税、事業住民税
　　　当期一般正味財産増減額
　　　一般正味財産期首残高
　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　受取助成金
　　受取全法連助成金
　　一般正味財産への振替額
　　当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高

（単位　円）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

平成28年度収支予算



52016.6·7 No.541

※消費税の軽減税率制度が導入されます。
 平成29年４月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から10％へ引き上げられ、この税率引上げ
と同時に消費税の軽減税率制度が導入されます。
　軽減税率制度の概要については、次のとおりです。

この社会あなたの税が生きている

消費税法改正のお知らせ
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＜納期限＞　平成28年６月30日（木）
＜ご利用になれる納付方法＞
①金融機関※１・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口　　②口座振替※２

③コンビニエンスストア※３

〈利用可能なコンビ二エンスストア〉
くらしハウス　ココストア　コミュニティ・ストア　サークルＫ　サンクス　スリーエイト　スリーエフ　
生活彩家　セブン－イレブン　デイリーヤマザキ　ニューデイリーヤマザキストア　ファミリーマート　ポプラ　
ミニストップ　ヤマザキスペシャルパートナーショップ　ヤマザキデイリーストアー　
ローソン　MMK設置店（コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。）

④金融機関※１・郵便局の　　（ペイジー）対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング※４

⑤パソコン・スマートフォン等からのクレジットカード納付
　インターネットの専用サイト（都税クレジットカードお支払サイト）にアクセスし、クレジットカードにより
　納付することができます（税額に応じた決済手数料がかかります。）。
　詳しくは、都税クレジットカードお支払サイト（https://zei.tokyo/）をご覧ください。
※１　一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
※２　お申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進課（03－3252－0955）へお問い合わせください。
※３　納付書１枚あたりの合計金額が30万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。
※４　○　　（ペイジーマーク）の入っている都税の納付書に限ります。
　　　○領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで
　　　　ご納付ください。なお、都では独自に「都税納税確認書」を発行しておりますので、ご希望の方は各都
　　　　税事務所までご連絡ください。
　　　○新規にインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用する方は、事前に金融機関へのお申込
　　　　みが必要です。
　　　○システムの保守点検作業のため、一時的にご利用できない場合があります。

e-Taxを利用しよう

６月は固定資産税・都市計画税第１期分の納期です（23区内）
固定資産税・都市計画税（23区内）の納税通知書は、６月１日（水）に発送します。

固定資産税・都市計画税の納税には、安心・便利な口座振替をご利用ください。
　お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前月の10日までに、納税通知書に同封されているハガキでお申込
みください。また、依頼書は主税局ホームページからもダウンロードできますので、そちらもご利用ください。

（平成28年８月10日㈬までにお申込みいただくと、９月の第２期分から口座振替をご利用いただけます。）
＜口座振替のお問い合わせ先＞　主税局徴収部納税推進課（03－3252－0955）

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該
家屋に代えて、平成30年３月31日までに、耐震化のた
めに新築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの
減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から３年度分について居
住部分の固定資産税・都市計画税を全額減免（減免の
対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります）
申請期限
新築した年の翌々年の２月末

（１月１日新築の場合は翌年の２月末）

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成30
年３月31日までに、現行の耐震基準に適合させ
るよう一定の改修工事を施したもの
減免の期間と額
改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住
部分で１戸あたり120㎡の床面積相当分まで固
定資産税・都市計画税を耐震減額適用後全額減
免
申請期限
改修工事が完了した日から３ヶ月以内

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】渋谷都税事務所　電話 03－5420－1621（代表）

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）
＜耐震化のための建替え＞ ＜耐震化のための改修＞
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　講師は、Leap Creation 前田京子事務所代表で、人
財育成コンサルタント、心理カウンセラーの前田京子
氏。出席者は79名。

東京国税局・東京税関合同税務研修会

　去る４月27日㈬午後２時より、渋谷エクセルホテル
東急において東京国税局・東京税関合同税務研修会を
源泉研究部会（松本泰郎部会長）との共催で開催した。
　第１部は東京税関の松重友啓総務部長から『TPP協
定大筋合意の概要等』と題して、TPPを利用する企業
向けに参加するための必要条件等をわかりやすく講演
された。
　続いて第２部では、東京国税局本多康昭調査第三部
長より、『税制インフラを支える５万6000人の底力〜
税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向け
て』と題して、国税庁と東京国税局管内の概要、税務
調査と査察調査について分かりやすく説明され、税務
に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取り
組みなどについて講演された。出席者は、71名

平成28年度簿記講習会始まる！

　渋谷法人会では、４月11日㈪より渋谷法人会館にお
いて、午後３時より５時まで、平成28年度の初級簿記
講習会を開催しており、６月２日に終了する。
　講師は、税理士の四方　茂氏。受講者は18名。

税制委員会税制改正意見交換会を開催

　税制委員会では、去
る４月12日㈫午前11時
より正午まで、税理士
で渋谷法人会アドバイ
ザーの池田喜一氏を講
師にお招きし、税制改
正要望についての意見
交換会を開催した。
　要望事項は上部団体
の公益財団法人　全国
法人会総連合を通し
て、国、地方公共団体
に提出される。

ビジネスマナー基礎講座を開催

　ビジネスマナーの大切さ、信頼される電話対応、印
象に残る名刺交換など新入社員、若手社員、中堅社員
を対象とした社員教育セミナーを４月19日㈫渋谷法人
会館において開催した。
　このセミナーは毎年この時期に開催しているもの
で、適切なビジネスマナーを身につけることによって、
具体的な「社会人・ビジネスパーソンとしての心得」
を学んでいただくことを目的としています。是非今後
の業務にご活用お役立て下さい。

みんなの力で法人会を大きく育てよう

講師：四方茂氏 講習会

講師：前田京子氏 ビジネスマナー基礎講座

柳田会長挨拶 第１部講師：松重友啓氏 第２部：本多康昭氏

税制委員

柳田会長・池田税理士・岩田税制委員長

合同税務研修会
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ントアドバイス」と題してご講演いただいた。
　続いて第二部の第４回通常総会に入り、平成27年度
事業報告・収支決算報告・監査報告・平成28年度事業
計画案並びに予算案について審議を行いいずれも原案
通り承認可決され、渋谷税務署吉田法人総括副署長と
渋谷法人会柳田会長よりご祝辞をいただき、渋谷法人
会青年部会第４回通常総会は滞りなく修了した。
　その後同所において昼食会を開催し、意見交換した。
出席者28名。

女性部会　第４回通常総会を開催

　去る４月22日㈮、渋谷東急REIホテルにおいて午前
11時30分より女性部会第４回通常総会を開催した。
　総会では平成27年度事業報告並びに収支決算報告、
監査報告、平成28年度事業計画案及び予算案について
審議し、いずれも原案通り承認可決された。
　続いて、渋谷税務署法人課税第一部門　吉田統括官
を講師に招き、“税のワンポイントアドバイス”と題
して講演会を開催した。
　その後、渋谷税務署吉田法人総括副署長と渋谷法人
会柳田会長よりご祝
辞をいただき、渋谷
法人会女性部会第４
回通常総会は滞りな
く終了した。
　続いて同所におい
て午後１時45分より
昼食会を催した。出
席者は47名。

ボウリング大会を開催

（第10ブロック：細川ブロック長）
　渋谷法人会第10ブロック（千駄ヶ谷地区）では、ブ
ロック昨年に引き続き、ボウリング大会を去る４月14
日㈭午後６時より笹塚ボウルにおいて開催した。
　参加者20名。

平成27年度源泉研究部会総会を開催

　去る４月６日㈬午後１時30分からの研修会に引き続
き、午後３時30分から法人会館３Ｆ研修室において平
成27年度源泉研究部会総会（事業報告会）を開催した。
　27年度の事業報告と28年度の事
業計画案を検討し、原案通り承認
可決された。
　その後、柳田法人会長、渋谷税
務署吉田法人総括副署長ご祝辞を
いただき、無事27年度総会を終了
した。

青年部会　第４回通常総会を開催

　渋谷法人会青年部会第４回通常総会・研修会を去る
４月20日㈬午前11時30分より渋谷エクセルホテル東急

において開催し
た。
　第一部講演会
においては、渋
谷税務署法人課
税第一部門　吉
田統括官から、

「税のワンポイ

電子納税、電子申告を活用しよう

部会だより

ブロックだより

吉田法人総括副署長祝辞

松本部会長挨拶 源泉研究部会総会

講師：吉田法人第一統括官 早川議長 柳田会長祝辞

講師：吉田法人第一統括官 吉田法人総括副署長祝辞 名和部会長挨拶研修会

第４回女性部会通常総会
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

●仕事に誇りを持つために
　ところで、「職人技」と言えば、テレビ番組などで、「匠
の技」がよく紹介されます。けっして天才ではないが、
一つのことを長年続け、ひたむきに努力することによ
って、自分なりの「創意工夫」と「確かな目」、「ぶれ
ない尺度」をもつようになり、その分野で第一等の地
位、他とは違う独特の流儀をうちたてて、「一流」に
なった職人たちの仕事の紹介です。テレビ番組になる
理由は、こうした職人が消えていく社会になりつつあ
るからです。「大量化」「高速化」「低価格化」を実現
する最先端の機械が、職人に替わって登場しても、機
械だけでは「一流」のものをつくること、「一流」の
サービスを提供することは無理でしょう。職人がいな
くなれば、世の中が「二流以下」ばかりになってしま
うのではないでしょうか。
 　作曲家の故・古賀政男さんは、「未熟な歌手は、少
し売れて有名になると、勝手に歌い方を変えて局を台
無しにする。ところが美空ひばりは、最初に教えた曲
のとおりに、十分に歌いこんで、美空ひばりの唄とし
て完成させてからレコーディングに臨むから、あとで
歌い方を変えることはない」と、言ったそうです。昭
和の大スターといわれる美空ひばりは、たしかに天才
であったでしょうが、美空ひばりをして古賀政男さん
も認める努力家だったわけです。ここにも「一流」と

「二流以下」の違いを見ることができます。
　職人さんの世界では､ ｢一番」という言葉も大切に
されます。｢使うなら一番いい道具」「つくるのなら一
番のもの」、これが職人さんの誇りです。「二番目」で
はだめなのです。そして「一流」「一番」になって初
めて「一人前」と認められるのです。その職人さんが
消えつつある今、ビジネスの世界でも「一人前」の人
が少なくなり、中途半端な仕事をする人が増え、「プロ」
の仕事ぶりにお目にかからないように思えます。
　今こそ誰もが、「一流・一番・一人前」を目指し、
仕事にもっと誇りをもつべきではないでしょうか。

●消えていく「職人技」
　先日、仕事の関係で、最新設備を備えた印刷工場に
行ってきました。印刷工場に行くのは20年ぶりでしょ
うか。びっくりしたのは、ほとんどがコンピューター
制御になっていることでした。大型バスを一回り大き
くしたような最新印刷機は、１時間に最大１万5000枚
の４色両面オフセット印刷が可能だそうで、オペレー
ターがボタンスイッチを押すと、１秒間にほぼ４枚の
速さで、両面カラー印刷された紙が出力されます。オ
フセット印刷には、大量の水を使うため、通常は刷り
上がった用紙は湿っており、これを乾燥室などに運び、
乾かすことが必要ですが、印刷機内でＵＶ（紫外線）
を当てて乾燥させてから出力するので、すぐに「折り」
の工程、次に「製本加工」工程に回すことができます
から、短納期が可能となっています。しかもオペレー
ターはたった２名です。
　20年のうちに、ここまで進化していたとは思いもよ
りませんでした。で、なぜ印刷工場に行ったかという
と、印刷の発色の調整をしてもらうためです。しかし、
プリントされたものを見ると、残念ながらこちらの要
求する色とはやや違っています。印刷機にセットされ
た刷版（実際の印刷に使用する版）どおりに印刷して
いるのですから、印刷機にまったく問題はありません。
こんなとき、昔ならば、職人さんがインクの配合をを
調整したり、刷版を修正加工したりして、こちらの要
求する色を出してくれました。ところが、そうしたア
ナログ的な作業は、この最新印刷機に通用しないこと
を知ったのです。だから印刷所に出向き、「刷り出し」
に立ち会って、刷り色を調整することはできないので
す。結局はデザイナーが印刷データを修正し、刷版を
作り直すことで、何とか目的の色にすることができま
したが、その分、時間と費用が以前より多くかかるこ
とになりました。
　最新鋭のデジタルマシンには、人間のノウハウや技
能などが入り込む余地はなく、こうして「職人技」が
消えていくのだ、と思いました。

「一流」｢一番｣ ｢一人前｣ を目指して
仕事に誇りをもつ

ビジネスプランナー　橋口　寿人



102016.6·7 No.541

メールアドレスを登録しよう
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会員の増加は、会員のメリットに通じる
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e-Taxを体験してみよう！

言葉の落とし穴───────────●

●天地無用　　逆さまにしても？──────────●
  「天地無用」と書いた紙が貼ってある段ボール箱を見て、

「どっちを上にしてもいいんだよね」思ってはいけない。
なるほど「心配無用」といえば「心配する必要はない」と
いうことだから ｢天地無用」も「天地（上下）を気にする
必要はない」と判断するのも一理ある。
　しかし、これは「上下を逆にしてはならない」という意
味だ。この無用は「立ち入り無用｣ ｢貼り紙無用」などと
同じく、禁止を表す。昔は上下をひっくり返すのを「天地
する」といった。それを禁止するのが「天地無用」なのだ。

●風前の灯火（ともしび）　　はかなさの象徴─────●
　危機が迫っていて滅びる寸前である様子のたとえ。風の
前にあって今にも消えてしまいそうに揺れている灯火、と
いう意味だ。
  「何とか持ちこたえているが、あの会社も風前の灯火だ」

「彼の政治生命はもはや風前の灯火だ」などと使う。
   「空前の灯火」だと思っている人もいるようだが、「風前」
と「空前」では意味がまるで違う。「空前」はこれまでに
例がないことをいう言葉で、「空前の大ヒット」「空前の快
挙」などと使う。さらにこの先も起こりそうにないなら「空
前絶後」だ。

●割愛　　大変残念ですが…────────────●
   「この部分はあまり重要ではないので割愛します」
　仕事の報告・説明などでしばしば使われる「割愛」とい
う語。不要なものを切り捨てる、あるいは、単に省略する
という意味で使っている人も多いようだ。
　本来の意味は、惜しいと思うものを思いきって捨てたり
手放したりすること。もともとは仏教の言葉で、愛着の気
持ちを断ち切ることをいった。「時間の都合でやむなく割
愛しました」など、本当ならすべて説明したいところなの
だけれど…という無念さをにじませて使う言葉だ。

●最高潮　　調子とは無関係────────────●
  「主役が登場すると、会場の盛り上がりは最好調に達し
た」
　うっかりしていると見逃してしまいそうだが、「最好調」
はいただけない。
　場の雰囲気や感情などが最も高まった状態なら「最高潮」
だ。「高潮」はもともと、満潮で海面が最も高くなった状態。
転じて、調子や程度が極度に高くなることをいう。それに

「最」が付いたのが「最高潮」というわけだ。
　ちなみに、「もっとも調子がいい（好調だ）」ということ
をいいたいなら「絶好調」という語がある。

●２個以上の固定具を組み合わせる
　転倒・落下防止器具は、一つの家
具に複数組み合わせて設置すると効
果がアップする。特にネジ止めしな
いタイプの固定器具の場合、ポール
式とストッパー式を組み合わせるな
ど、上下への処置が必要。上下２段
式の家具は金具とネジで上下を固定
し、ガラス扉などには飛散防止フィ
ルムを貼る。

　東京消防庁の資料によると、東日
本大震災を除いて近年起こった地震
では、負傷原因の30〜50％を占めた
のが家具類の転倒や落下によるもの
でした。転倒による直接的な負傷の
ほか､ 割れた食器やガラスによる負
傷も発生しております。
　また、東京都が行った直下型地震

（マグニチュード7.3）の被害想定で
は、都内全域で約５万４千人が「家
具類の転倒・落下物」によって負傷
するとしています。家具や壁、天井
の強度によって、防止器具の選択や
固定方法は異なりますので、注意し
ましょう。
●家具を置く場所に注意
　寝室や子供部屋、高齢者や病人が

いる部屋には、極力家具を置かない。
やむを得ず置く場合でも、家具が倒
れる位置には寝ないなどの配慮を。
　玄関や部屋の扉近くなど、避難路
になる場所やストーブの近くには家
具を置かない。重いものは家具の下
部に収容し、上部を軽くすると転倒
しにくい。
●壁や天井の強度を確認
　家具は壁や柱にＬ字金具でネジ止
めするのが最も効果的。壁は裏側の
柱や間柱などネジが効く木材部分を
探し、40〜70㎜以上の長いネジで止
める。また、ポール式のつっぱり棒
を設置するときは、天井や家具の天
板にも強度が必要になる。

尾崎　素那栄◦災害防止アドバイザー

地震対策＝家具類の転倒・ 
　　　　　落下防止の基本

被災者の声
    （神戸東灘消防署発行
　「兵庫県南部地震の教訓集」より）

タンスや食器棚など大型の家具
を置く場合に、家具の前側にか
まぼこ板をはさみ少し高くなる
ようにして全体を壁側に傾斜さ
せておきます。これで震災時に
家具が倒れなくて済みました。
でも仏壇は傾斜させていません
でしたので倒れてしまいまし
た。         （東灘区71歳の女性）
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平成28年３月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

平成28年４月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

１

１

１

２

４

４

４

６

８

９

９

10

10

11

ブロック

１

３

５

10

10

10

11

11

11

区外

法　人　名

猿田彦珈琲㈱

㈱オネスト・アンド・パートナーズ

ＭＣデンタルラボ

三信ビル

日新エンタープライズ㈱

HOUSE－ZOO㈱

のんきや

元代々木歯科医院

㈱きゃらや

ピーピーティ㈱

㈱スリー・ユー

㈱総研トラスト

㈱セットワールドクリエーション

㈲マーヴェリック

法　人　名

㈱プラスローア

㈱コパン

㈲カネダイ

㈱画描屋

㈱ディーアンドエー

㈱フロム・サーティ

㈱ネットラインプレス

㈱ブルックリン

㈱チェントアンニ

㈱エフェックス

代表者名

大塚　朝之

糸永　朋広

知久　雅一

神明日出子

松井　康之

田中　宗樹

松尾　陽如

坂本眞理子

三枝　　創

増田　　渉

東方　　陽

福島　勝則

若生　毅弘

桑原由美子

代表者名

川邊　勝三

城美　　暁

永井康太郎

澤　　寿秀

高田　憲男

伊藤　博明

宇多隆一郎

草ヶ谷昌彦

小田　貴大

吉村　原夫

連絡先住所

恵比寿1－6－6

広尾5－24－1

東1－17－5

恵比寿西1－20－3

道玄坂1－19－11

南平台町4－8

神泉町10－2

元代々木町55－7

代々木4－34－1

代々木2－19－12

代々木2－23－1

千駄ヶ谷3－14－2

千駄ヶ谷5－20－11

神宮前3－2－19

連絡先住所

広尾1－3－18

渋谷1－7－5

道玄坂2－25－14

千駄ヶ谷1－20－3

千駄ヶ谷3－23－5

千駄ヶ谷3－6－2

神宮前3－7－5

神宮前5－3－9

神宮前6－19－16

品川区東五反田5－23－7

業　　種

飲食業

建築資材の販売

歯科技工所

貸ビル業

不動産賃貸業

賃貸住宅管理業

飲食店

歯科医院

映像製作

広告代理業及びインターネット関連

建設業・不動産業

不動産業

サービス

ＰＲ代行業

業　　種

経営コンサルティング

広告キャスティング

不動産管理業

イラスト制作

婦人服の販売・卸

建設

SPプロモーションの企画制作及び人材派遣

皮革製品・小売・卸売

人材派遣

宿泊業

電話番号

6455-6965

6721-9981

3499-3316

3461-2577

5784-9838

　

3462-1267

3485-4664

　

5371-2121

6300-0828

3746-0966

4570-2761

5414-7618

電話番号

5778-9830

3490-1424

5414-1011

3796-1651

3497-5301

5412-0960

6427-1532

6712-6997

5792-5785
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振替納税を利用しよう

※e–Taxご利用の場合は「法人事業概況説明書」の「１６加入組合等の状況」欄に『公益社団法人　渋谷法人会』と入力してください。
※e–Taxをご利用されていない会員は、このシールを切り取って法人税確定申告書別表１の「税理士署名欄」の左側余白に貼付して下さい。

　平成27年度より、クレジットカードで納付できる税目が増えたため、固定資産税・都市計画税（23区内）もク
レジットカードで納付できます。パソコン・スマートフォン等を使って、専用サイト（都税クレジットカードお
支払サイト　https://zei.tokyo/）からお手続きください。ご自宅や外出先から時間を気にせずお手続きいただけ
るので、とても便利です。ぜひご利用ください。
　
＜納付方法＞
　パソコンやスマートフォン等からインターネットに接続し、専用サイト（「都税クレジットカードお支払サイ
ト」）から納付できます。納税通知書・納付書に記載されている番号とクレジットカード情報を入力し、確認を
行うだけで手続きが完了します。

平成28年度の固定資産税・都市計画税の
軽減措置について（23区内）❻❼

固定資産税・都市計画税もクレジットカードで納付できます！

項　目

商業地等に対する
負担水準上限引下
げ減額措置

小規模非住宅
4 4 4

用地
に対する減免措置

小規模住宅用地に
対する軽減措置

（都市計画税のみ）

税 額 が 前 年 度 の
1.1倍を超える土
地に対する減額措
置

耐震化のための建
替えを行った住宅
に対する減免措置

耐震化のための改
修を行った住宅に
対する減免措置

軽減の対象
負担水準※1が65％を超える商業地等※2

※1 負担水準…固定資産税の価格等に対
　　する前年度の課税標準額の割合
※2 商業地等…住宅用地以外の宅地等
　　（店舗・工場の敷地、駐車場など）

一画地の面積が400㎡以下の非住宅
4 4 4

用地
（個人又は資本金・出資金が1億円以下の
法人が所有する土地に限ります。）

住宅１戸につき200㎡までの土地

税額が前年度の1.1倍を超える土地

昭和57年1月1日以前からある家屋を取り
壊し、当該家屋に代えて、平成30年３月
31日までに新築された住宅で一定要件を
満たすもの（新築マンションを購入した場
合も、要件に該当すれば減免されます。）

昭和57年１月１日以前からある住宅で、
平成30年３月31日までに耐震改修を行っ
た住宅のうち一定要件を満たすもの

軽減の割合等

負担水準65％に相当する固定資
産税・都市計画税の税額まで軽
減

200㎡までの部分の固定資産税・
都市計画税の２割を減免

都市計画税の２分の１を軽減

平成28年度の固定資産税・都市
計画税の税額が、前年度の税額
の1.1倍を超える場合に当該超
える額に相当する税額を減額
なお、地積・利用状況等に変更
があった場合、前年度の税額の
1.1倍を超えることがあります。
新築後新たに課税される年度か
ら３年度分について固定資産
税・都市計画税の全額を減免（減
免の対象となる戸数は、建替え
前の家屋により異なります。）
改修完了日の翌年度（1月1日完
了の場合はその年度）1年度分※

について、耐震減額適用後、住
宅１戸あたり120㎡相当分まで
の固定資産税・都市計画税の全
額を減免
※住宅が耐震改修の完了前に、

建築物の耐震改修の促進に関
する法律に規定する通行障害
既存耐震不適格建築物に該当
する場合は２年度分

申　請

不　要

申請が必要です
（申請期限：平成28
年12月28日）
前年度に減免を受け
た方で、用途を変更
していない方は、新
たに申請する必要は
ありません。

不　要

不　要

申請が必要です
申請期限は新築した
年の翌々年（１月１日
新築の場合は翌年）
の２月末日です。

申請が必要です
申請期限は改修が完
了した日から3ヶ月
以内です。

【お問い合わせ先】　土地・家屋が所在する区にある都税事務所　渋谷都税事務所　電話 03－5420－1621(代表)
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パズル制作・笠見孝子　

タテのカギ───────────────
１　ひとつの傘に、アナタとふたり
２　水ハネをかぶらぬよう、タイヤのかぶせ
　　もの
３　“雨が多い”は誤解です、九州の都市
４　寒さの○○はおろおろ歩く「雨ニモマケ
　　ズ」
５　降られてザンバラ、男性の長髪
８　西空赤々。明日は晴かな
10　お寺でゴ〜ン。よく聴こえると雨が降る？
11　タイル張りは濡れるとツルツルスッテン！
13　十五夜のお月さん、雨夜はかくれんぼ
15　滑走路の水しぶきもジャンボです
17　今を○○○と咲くアジサイ
20　ひどい降りね、まるで華厳かナイアガラ

ヨコのカギ───────────────
１　暴風雨に備えて、閉めたら真っ暗
３　誰が数えたか、俗に虹の色
６　ジューンブライドの月です
７　お外はオンモ。お足はなーに？
８　浴室の鏡を、曇らすのは雲でなし
９　血液の成分で赤白あり
12　のたりのたり、別名ヒキガエル
14　花火の中身。湿って火がつかず
16　「おひかえなすって」の旅人がかぶります
18　稀なこと。滅多にないこと
19　柳の○○○で泣いている♪童謡『あめふ
　　り』
21　頭の皿に、おしめり欲しいよー
22　茶道の千家の祖。○○○○鼠の雨が降る
　　♪

解答
欄

◆郵便はがきに①クイズの答え②郵便番号③送付先④氏名⑤法人名⑥連絡先電
話番号を明記の上、〒150-0045 渋谷区神泉町9-10 公益社団法人 渋谷法人
会事務局までお送り下さい。なお締め切りは、平成28年７月８日㈮〈消印有
効〉とさせていただきます。また応募はお１人様１通限りとさせていただき
ます。ご応募お待ちしております。当選者は次号発表いたします。

応
募
方
法

正解者の中から
抽選で５名の方に
クオカード1000円分
をプレゼント！

しぶや法人No.540
季節のクロスワードパズル◉解答
解答 イチネンセイ

◉当選者
　しぶや法人№540の“季節のクロス
ワードパズル”にご応募いただきあり
がとうございました。当選者は、下記
の方々です。
㈱あさひホーム
東新産業㈱
㈴第一商会
㈱高木本社
㈱イトキン

秋田　倶子様
佐藤　　進様
萩原喜太郎様
宮川　幸一様
林　さやか様

16 17

2

6

9

7 8

1110

1

20

22

19

14 15

18

1312

3 4 5

21

イ
シ

ガ
マ
ン

キ

ラ

チ
チ

ダ
ラ
ー

ワ
カ
バ
マ
ー
ク

ル

ヨ
メ
イ
リ

カ
ー

ソ
ウ
ジ

ツ
ボ
ミ

ウ
カ

セ
キ

ソ
デ

カ ン
イ
テ ツ
ン リ

ガ
キ ネ
リ
ン ワ

15

＜利用可能クレジットカード＞
　VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、
　Diners Club、TS CUBIC CARD
＜ご注意＞
＊クレジットカードで納付できるのは、税額が
　100万円未満の納付書に限ります。
＊税額に応じた決済手数料がかかります（最初の１万円までは73円＋税額

が１万円を超えるごとに73円が加算されます（消費税別）。）。
＊お支払手続が完了すると支払の取消や決済手数料の返金はできません。
＊都税事務所・金融機関・コンビニエンスストア等の窓口ではクレジット

カードは利用できません。
＊領収証書は発行されません。
＊納税証明書が発行可能となるのは、お支払手続が完了してから約２週間

後です。
＊口座振替をご利用中の方は、クレジットカードによる納付はできません。

領収証書が必要な方や、納税証明書が至急必要な方は、都税事務所・金
融機関・コンビニエンスストア等の窓口で納付してください。

　詳しくは、都税クレジットカードお支払サイトをご覧ください。

都税クレジットカードお支払サイト　https://zei.tokyo/



0120-421-493
ヨ　　ニ 　 　 イ　ー 　 　 シ　　ク 　 　 ミ

24時間／365日対応

葬儀に関する疑問や、事前相談・お問い合わせ、万一の場合は
全国儀式サービスコールセンター

渋谷法人会の

首都圏平均50万円相当の葬儀に必要な基本セットが

※ 家族とは「配偶者、子女、（役員及びその配偶者）の
　 両親・祖父母」にあたります。

●詳しくは、下記コールセンターまでお問合せください。

※ご利用の際は、事前に上記の電話番号へご連絡ください。葬儀社とのお打合せ後のご連絡では、ご利用になれません。

記載のサービス内容は、平成28年5月現在のものです。状況により変更となる場合がございます。

でご利用いただけます。

75歳未満の役員

75歳以上の役員および
役員のご家族※の方

無 料
24万円（税別）

家族葬、一般葬、
社葬や宗教・宗派問わず、
各地域のしきたりに
合わせたご葬儀の
ご相談承ります

家族葬、一般葬、
社葬や宗教・宗派問わず、
各地域のしきたりに
合わせたご葬儀の
ご相談承ります

新たな会費のご負担や制度加入手続きは
一切必要ございません。

新たな会費のご負担や制度加入手続きは
一切必要ございません。

■ ご提供される基本セットの内容（例）  
※くらしの友互助会会員併用利用特典として葬儀費用総額から5万円を
　差し引きます。
くらしの友互助会加入者の施行については基本セット利用無料など、儀式サービス特典が
優位となる場合を除き、基本的には互助会利用を優先するものとします。

 
祭　壇 お　棺 寝台車 ご遺影（白黒）／お位牌（白木）

会葬礼状（100 枚）／枕飾り
ご遺体保存用品

（ドライアイス 1 回分） など
車庫から
10㎞まで内装用品・納棺用品

※式場使用料、会葬返礼品や飲食・料理などの接待費、寺院関係費、火葬料等は
　基本セットに含まれておりません。
※葬儀社や地域によって、基本セットの内容が異なるケースがございます。

制度運営

制度内容や斎場検索ができるホームページがあります。葬儀の知識等も掲載。
スマホからもOK。

しぶや法人 第541号／平成28年６月１日発行（隔月１回１日発行）
　　　　　 　　　　  発行人 柳田 道康　発行所 渋谷区神泉町9-10 公益社団法人 渋谷法人会　TEL 03-3461-0758  FAX 03-3461-0180
　　　　　 　　　　  URL.http://www.tohoren.or.jp/shibuya（会員の購読料は会費に含まれています｡）


